
1 

 

開  会   

 副 議 長 ただ今から、令和５年第１回甘木・朝倉・三井環境施設組合定例会を開会し、直ち

に会議を開きます。 

本日の出席議員は、１５名で会議は成立いたします。 

（14時 13分） 

 副 議 長  本日の議事日程につきましては、お手元に印刷配布のとおりであります。ご了承願

います。 

 日程第１  

 副 議 長  日程第１ 「議席の指定について」を行います。 

 先般２月１日付で筑前町議会選出の組合議員の改選があっておりますので、新たに

組合議員になられました議員の議席を、組合会議規則第４条の規定によって、議長に

おいて指定したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 副 議 長  異議なしと認めます。 

 それでは、議席番号と議員の氏名を職員に朗読させます。 

施設課長補佐 

施設課長補佐  私のほうから、議員番号、氏名を朗読いたします。 

 １０番寺原裕明議員、１１番原口博文議員、１６番田中政浩議員、以上でございま

す。 

 副 議 長  ただ今、朗読しましたとおり、議席を指定いたします。 

 日程第２  

 副 議 長  日程第２ 「議長の選挙について」を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推薦と

したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 副 議 長  異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、副議長が指名することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 副 議 長  異議なしと認めます。 

 したがって、指名の方法を副議長が指名することに決定しました。 

 議長に、筑前町議会選出の１６番、田中政浩議員を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただ今、指名しました筑前町議会選出、１６番、田中政浩議員を議長の当選人と定

めることに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 副 議 長  異議なしと認めます。 

 したがって、筑前町議会選出の１６番、田中政浩議員が議長に当選されました。 

 ただ今、議長に当選されました、筑前町議会選出、１６番、田中政浩議員に会議規

則第３１条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 
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 田中議長、当選承諾及びあいさつを自席にてお願いいたします。 

田中議長 

 議  長  ただ今、議長にご推薦していただきました、田中でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 再度、議長の大役を果たすべく尽力してまいりたいと思っておりますので、改めま

して、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 また、本年度限り、久留米市様がですね、組合から脱退されることとなっておりま

す。この後の組合事業の健全運営についても大いに議論が必要だと思っています。 

 また、先には、新施設建設という大きな課題を抱えているわけでございます。これ

ら諸問題に対して対処してまいることになろうかと思っています。皆様とともに努力

してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 副 議 長  議長からのあいさつが終わりました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 議  長  それでは、会議を再開します。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 「会議録署名議員の指名」を、行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第６８条の規定によって、 

３番 堀尾俊浩議員、及び４番 内田恵三議員を指名いたします。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 「会期の決定について」を、議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日２月 14日の１日間としたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日間と決定をいたしました。 

 日程第３   

 議  長  日程第５ 「組合長のあいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

組合長 

 組 合 長  組合長を仰せつかっております筑前町長の田頭でございます。私のほうからごあい

さつと提案理由の説明を申し述べます。 

 本日、ここに、令和５年第１回甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会を招集し

ましたところ、議員の皆様方には公私ともご多忙の中、多数ご出席を賜りまして誠に

ありがとうございます。 

 さて、本定例会でお諮りします議案等は、同意案件１件、議案６件でございます。

案件が多くございますので、併せて議事日程等をご確認くださいますようお願いいた

します。 

 同意第１号は、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の任期満了に伴

いまして、公平委員会委員の選任についてお諮りするものであります。 

 次に、議案第１号から第４号まで地方公務員法の一部改正に係る条例の廃止及び改

正（案）について、４件、ご審議をお願いいたします。 

 議案第５号は、令和４年度補正予算（案）でございます。 

 補正予算（第２号）にて、既定の予算総額に、歳入歳出それぞれ９１６万円を追加

し、予算総額を１６億８，１６５万９千円とする、増額補正（案）をお諮りします。 

 歳入では、１款分担金及び負担金を４，９６０千円、４款財産収入を４，２００千
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円、それぞれ増額することでご提案いたします。 

 歳出では、２款総務費を９１６万円増額することでご提案いたします。 

 議案第６号は、令和５年度当初予算（案）でございます。 

 令和５年度一般会計予算（案）は、総額１６億８，７６５万６千円を計上すること

として、ご提案いたします。 

 対前年比７，４１５万８千円の増額にてお諮りするものでございます。 

 令和５年度の当初予算の概要について、簡単にご説明いたします。 

 令和５年度の当初予算の特徴として、大きく３点ございます。 

 １点目は、電気料金及びコークス等の単価増の影響に伴う長期包括運営業務委託料

の増高、２点目は、新規計上分である新施設建設計画に伴う費用増、３点目は、令和

４年度末で久留米市が脱退されることに伴う影響等、例年とは異なった予算編成とな

っております。 

 歳入予算では、１款分担金及び負担金が６，６２１万４千円、３款財産収入が８４

７万円それぞれ増額することでご提案いたします。 

 歳出予算では、３款衛生費が７，４４３万２千円増額することでご提案いたします。 

 以上、概略ではございましたが、提案理由のご説明とさせていただきます。 

 いずれも大変重要な案件でございますので、慎重にご審議いただき、ご承認賜りま

すようお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 議  長  提案理由の説明が終わりました。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任

について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

施設課長補佐 

施設課長補佐  それでは、議案書の３ページをお願いいたします。 

 同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任について」 

 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員に次の者を選任することについ

て、議会の同意を求める。 

 本日付提出、組合長名であります。 

 住所 福岡県朝倉市菩提寺７４９番地２ 

 氏名 井上恒夫 

 住所 福岡県朝倉郡筑前町曾根田１７７９番地１ 

 氏名 倉掛俊一 

 提案理由は、下記記載のとおりです。 

 当該委員の任期満了に伴い、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員に、

引き続き井上恒夫氏及び、新たに倉掛俊一氏を選任することについて、甘木・朝倉広

域市町村圏事務組合等公平委員会規約第３条第１項の規定により、当組合議会の同意

が必要とされるものであります。 

 別紙で、広域市町村圏事務組合から提出されました、井上恒夫氏及び倉掛俊一氏の

履歴書を配布しておりますので、ご確認ください。 

 なお、履歴書につきましては、後ほど回収させていただきますので、終了後、２枚

の履歴書について、机上に残したままご退席くださいますよう、お願い申し上げます。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑、ございませんか。 
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 （質疑なし） 

 議  長  質疑、ないようです。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  これで討論を終わります。 

 これから、同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任

について」を、採決します。 

 同意第１号は、これに同意することに賛成の方、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選

任について」は、同意することに決定をいたしました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 議案第１号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例

の全部を改正する条例の制定について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

施設課長補佐 

施設課長補佐  それでは、議案書の４ページをお願いいたします。 

 議案第１号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例の全部を改

正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付提出、組合長名であります。 

 提案理由は、下記記載のとおりです。 

 今般、地方公務員法の一部が改正されることに伴い、甘木・朝倉・三井環境施設組

合職員の定年等に関する条例の関連規定を改正することが必要とされるものであり

ます。 

 なお、当組合の例規等、特に人事に関する取り決め事に関しましては、その内容・

基準等、筑前町の例に準じて、同様に定めることを旨としております。 

 つきましては、当該条例の改正に際しては、本来一部改正の手続きとするところ、

この際、併せて筑前町条例の準用条例として整備し直すことといたしまして、全改正

とすることをお諮りするものでございます。 

 議案書の５ページをご覧ください。 

 改正条例案を掲載してございますが、筑前町条例の準用といたしまして、第２条に

て、定年等に関する条例は、筑前町職員の定年等に関する条例第２条以下の規定を準

用すると、筑前町の条例に準拠する旨、規定したものとなっております。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑、ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑、ないようです。 

 これから、討論を行います。 

 討論、ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  これで討論を終わります。 
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 これから、議案第１号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例

の全部を改正する条例の制定について」を、採決します。 

 議案第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条

例の全部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 

 日程第８  

 議  長  日程第８ 議案第２号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の再任用に関する条例

を廃止する条例の制定について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

施設課長補佐 

施設課長補佐  それでは、議案書の６ページをお願いいたします。 

 議案第２号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の再任用に関する条例を廃止する

条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付提出、組合長名であります。 

 提案理由は、下記記載のとおりです。 

 先の地方公務員法の一部改正に伴う、職員の定年等に関する条例の改正で、当該条

例において、職員の再任用に関する規定が新たに整備されることとなったので、当該

職員の再任用に関する条例が不要となったので、これを廃止するものであります。 

 議案書の７ページをご覧ください。 

 当該条例を廃止する条例案については、ここに掲載しますとおりでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑、ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論、ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  これで討論を終わります。 

 これから、議案第２号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の再任用に関する条例

を廃止する条例の制定について」を、採決します。 

 議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の再任用に関する条

例を廃止する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 

 日程第９  

 議  長  日程第９ 議案第３号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の分限の手続及び効果

に関する条例の全部を改正する条例の制定について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 
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施設課長補佐 

施設課長補佐  それでは、議案書の８ページをお願いいたします。 

 議案第３号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条

例の全部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付提出、組合長名であります。 

 提案理由は、下記記載のとおりです。 

 地方公務員法の一部改正に伴いまして、職員の分限の手続及び効果に関する条例の

関連規定を改正することが必要とされるものであります。 

 なお、先の条例改正に関するご説明の際にも触れましたが、当該条例の改正に際し

ては、本来一部改正の手続とするところ、この際、併せて筑前町条例の準用条例とし

て整備し直すことといたしまして、全部改正とすることをお諮りするものでございま

す。 

 議案書の９ページをご覧ください。 

 改正条例案を掲載してございますが、筑前町条例の準用といたしまして、第２条に

て、分限の手続及び効果に関する条例は、筑前町職員の分限の手続及び効果に関する

条例第２条以下の規定を準用すると、筑前町の条例に準拠する旨、規定したものとな

っております。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑、ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑、ないようです。 

 これから、討論を行います。 

 討論、ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の分限の手続及び効果

に関する条例の全部を改正する条例の制定について」を、採決します。 

 議案第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第３号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の分限の手続及び効

果に関する条例の全部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されま

した。 

日程第 10  

 議  長  日程第 10 議案第４号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果

に関する条例の全部を改正する条例の制定について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

施設課長補佐 

施設課長補佐  それでは、議案書の 10ページをお願いいたします。 

 議案第４号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条

例の全部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付提出、組合長名であります。 
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 提案理由は、下記記載のとおりです。 

 地方公務員法の一部改正に伴いまして、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の

関連規定を改正することが必要とされるものであります。 

 なお、先の条例改正に関するご説明の際にも触れましたが、当該条例の改正に際し

ましては、本来一部改正の手続とするところ、この際、併せて筑前町条例の準用条例

として整備し直すことといたしまして、全部改正とすることをお諮りするものでござ

います。 

 議案書の 11ページをご覧ください。 

 改正条例案を掲載してございますが、筑前町条例の準用といたしまして、第２条に

て懲戒の手続及び効果に関する条例は、筑前町職員の懲戒の手続及び効果に関する条

例第２条以下の規定を準用すると、筑前町の条例に準拠する旨、規定したものとなっ

ております。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑、ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑、ないようです。 

 これから、討論を行います。 

 討論、ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果

に関する条例の全部を改正する条例の制定について」を、採決します。 

 議案第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第４号「甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の懲戒の手続及び効

果に関する条例の全部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されま

した。 

日程第 11  

 議  長  日程第 11 議案第５号「令和４年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予

算（第２号）について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

施設課長補佐 

施設課長補佐  それでは、議案書の 12ページをお願いいたします。 

 議案第５号「令和４年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第２号）

について」 

 令和４年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第２号）を別冊のと

おり提出する。 

 本日付提出、組合長名であります。 

 補正予算（第２号）の説明を行います。別冊の補正予算書をお手元にお願いいたし

ます。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いします。 

 令和４年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。としまして、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出
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それぞれ９１６万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１６億８，１６５万９

千円とする旨、規定しております。 

 ４ページをお願いします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書のご説明をいたします。 

 まず、１総括の歳入です。 

 １款分担金及び負担金は、４９６万円の増で１４億９，１６０万円、それから、３

款財産収入を、４２０万円の増で、３，３４５万２千円の計上で、計９１６万円の増

額でお諮りいたします。 

 ５ページをお願いいたします。 

 次に、歳出でございますが、２款総務費が９１６万円の増で、９，０２４万円の計

上でお諮りいたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ２の歳入をご覧ください。 

 １款分担金及び負担金、１項１目１節負担金は、派遣職員人件費で４９６万円の増

です。当組合から筑前町に派遣しております職員人件費を筑前町が負担するものであ

ります。 

 ３款財産収入、２項１目１節物品売払収入は、４２０万円の増です。市場価格、単

価の増高により資源化物の売払収入が伸びてきております。 

 次に、７ページ、３歳出をご覧ください。 

 ２款総務費、１項１目一般管理費の１８節負担金補助及び交付金で、派遣職員人件

費負担金として９１６万円の増額です。筑前町から当組合に派遣されている職員の人

件費を当組合が負担するものです。 

 詳細の説明は、以上でございます。 

 補正予算（第２号）は、当初予算で計上していなかった派遣職員人件費関連の予算

について、追加、増額することが趣旨でございます。 

 当初予算編成時には未確定でありました職員人事に伴うものでございます。 

 以上で、補正予算（第２号）案について、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑、ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。  

 討論、ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第５号「令和４年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予

算（第２号）について」を、採決します。 

 議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第５号「令和４年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正

予算（第２号）について」は、原案のとおり可決されました。 

日程第 12  

 議  長  日程第 12 議案第６号「令和５年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計予算に

ついて」を、議題とします。 
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 説明を求めます。 

施設課長補佐 

施設課長補佐  それでは、議案書の１３ページをお願いいたします。 

 議案第６号「令和５年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計予算について」 

 令和５年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計予算を別冊のとおり提出する。 

 本日付提出、組合長名であります。 

 令和５年度の当初予算の説明を行います。別冊の予算書をお手元にお願いいたしま

す。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和５年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計予算は、次に定めるところによ

る。としまして、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億８，

７６５万６千円とすること、それから、第２項で、歳入歳出予算の款項区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によることとしております。 

 ４ページをお願いします。 

 歳入歳出予算事項別明細書になります。 

 ここで当初予算案の概要について、ご説明します。 

 当初予算総額は１６億８，７６５万６千円で、対前年比７，４１５万８千円の増で

あります。 

 １総括の歳入をご覧ください。 

 主なところを申し上げますと、１款負担金及び分担金が１５億５，２８５万４千円

で、対前年比６，６２１万４千円の増、３款財産収入が３，７７２万２千円で、対前

年比８４７万円の増、等々でのご提案となります。 

 ５ページをお願いします。 

 次に、歳出ですが、主なところでは、３款衛生費が１３億３，３５６万５千円で、

対前年比７，４４３万２千円の増、等でご提案となります。 

 それでは、詳細の説明に移ります。 

 説明が必要と思われる主な項目に絞って触れさせていただきます。 

 予算書の記載順に歳入からご説明します。 

 ６ページをお願いします。 

 最初に、１款分担金及び負担金、１項１目１節負担金は、今年度計上額１５億５，

２８５万４千円で、対前年比６，６２１万４千円の増です。 

 うち、市町村負担金のみに絞りますと、４市町村の負担金総額は１５億５，２７１

万円で、対前年比６，６１２万円の増額となります。 

 各市町村ごとの負担額は、説明欄に掲載のとおりです。 

 市町村負担金の詳細につきましては、後に別途説明を加えさせていただきます。 

 なお、久留米市脱退を間近に控えておりますが、久留米市との財産処分に関する協

議等、未だ整ってない段階でございます。本日のご提案では、４市町村の市町村負担

金で総額を補完することとして、整理しております。 

 説明欄の下から２番目の汚染負荷量賦課金（現在分）は、１４万４千円で皆増です。

新たに現施設分として、脱退される久留米市の負担分が加算されてまいります。 

 当該分の算定金額１０万４千円の新規計上となります。 

 次に、２款使用料及び手数料は、総額４，６８３万５千円の計上で、対前年比８万

７千円の減額でお諮りいたします。 

 ３款財産収入の２項１目物品売払収入は、総額３，７６３万４千円の計上で、対前

年比８４７万円の増額でお諮りいたします。 

 各費目の項目別の説明は割愛いたします。 
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 その他、リサイクル品展示会におけるオークション収入１８０万円の計上がござい

ます。 

 ５款１項１目繰越金、１節前年度繰越金は、前年度比増減なしの４，０００万円の

計上でお諮りいたします。 

 ７ページをお願いします。 

 ７款諸収入２項１目雑入は、総額１，０２４万１千円の計上で、対前年比４３万９

千円の減です。売電収入が主なものです。年間で１，０００万円を計上しております。 

 それから、説明欄一番下の項目、久留米市脱退清算金、頭出し１千円の計上は、現

時点では金額が未定でありますので、頭出し１千円の計上でございます。 

 事が進みました場合には、後に補正予算等で対応してまいりたい考えでございま

す。 

 歳出の説明に移ります。 

 １款議会費は、本年度計上額５７万４千円で、対前年比６万２千円の減です。久留

米市の脱退で、組合議員２名分の人件費の削減がございます。 

 ８ページ中段から１１ページまで、２款総務費の掲載になります。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は、本年度計上額８，０６８万９千円で、対前年比

２１万９千円の減です。 

 １節報酬は、総額１，４７６万６千円の計上で、対前年比１８万４千円の増です。 

 正副組合長報酬は、対前年比８万円の減です。久留米市脱退で副組合長１名分の削

減がございます。 

 それから、会計年度任用職員報酬は、対前年比２６万４千円の増で、会計年度任用

職員５名の定期昇給分を反映したものとなります。 

 次に、２節給与は、１，６９３万円の計上で、対前年比１２万５千円の増、３節職

員手当は、総額１，３７２万４千円の計上で、対前年比３４万３千円の増ですが、以

上はいずれも正規職員定期昇給に伴うものでございます。 

 ４節共済費、８３４万５千円の計上で、対前年比１０万３千円の増ですが、法改正

で新たに会計年度任用職員の共済組合加入が求められております。会計年度任用職員

６名の負担増であります。 

 共済組合負担金が対前年比４９万円の増となっております。 

 ９ページをご覧ください。 

 １０節需用費は、総額３０７万４千円の計上で、対前年比６４万６千円の減額です。 

 主な減額要因は、修繕費８４万８千円の減額でございます。 

 １０ページをご覧ください。 

 １３節使用料賃借料は、総額７９万２千円の計上で、対前年比３８万７千円の減額

です。 

 主な減額の要因は、ごみ受付用レジスターリース料が削減されたことであります。 

 当該事業は５年から長期包括運営委託契約に基づきＪＦＥが所管することとなり

ます。 

 以下、大きな増減項目がございませんので、説明は割愛いたします。 

 最後に１件、２１節補償補填及び賠償金は、総額９３０万円の計上で、前年と同額

です。当組合と地元栗田区、及び弥永区との約定に基づく協力金の支払いになります。 

 以上で、２款総務費、１項１目一般管理費の説明を終わります。 

 次の２款総務費、１項２目施設改修基金費、２４節積立金は、総額８万９千円の計

上で、前年と同額です。 

 １１ページをご覧ください。 

 ２款２項１目監査委員費は、例年とほぼ同様です。説明は割愛します。 
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 引き続き、１１ページ、款が変わりまして、３款衛生費のご説明に移ります。 

 ３款衛生費、１項１目塵芥処理費は、１３億２，６９７万４千円の計上で、対前年

比７，５６９万２千円の増額でお諮りいたします。 

 １０節需用費は２２５万１千円で、対前年比４，１３２万８千円の減額です。毎年

修繕費として単年度事業分を計上しております。 

 ここで計上する修繕費は長期包括運営委託契約で、受託者側ではなく、組合側の所

管となるもので、施設の建屋及び外構の維持管理費に相当するものです。 

 ３款１項１目１２節委託料は１３億２，４６９万６千円の計上で、対前年比１億１，

７０２万円の増額です。長期包括運営委託業務委託料の増高分、及び単年度事業とし

て新施設建設に係る業務委託事業、合計６件の追加、等々が主な増額要因となります。 

 長期包括運営委託業務委託料は、経常経費分として６億８７７万４千円、臨時経費

分として６億２７万８千円、合計で１２億９０５万２千円の計上です。対前年比８，

５５９万４千円の増となっております。 

 増額分の８，５５９万４千円は、すべて経常経費分の増高となります。 

 長期包括運営委託契約に基づく委託料の費用明細区分で申し上げますと、うち、固

定的費用分では、主に電気料金が、うち、変動的費用分では、コークス及びその他資

材等々で予算額が増高してまいります。 

 いずれも今般の新型コロナ、ウクライナ情勢、為替状況等々が影響しまして、燃料、

資材等の調達に係る費用が大幅に値上がりしている状況にあります。 

 次に、新施設建設に係る費用についてご説明いたします。 

 関係予算として合計５件、うち、新規計上４件の計上がございます。 

 まず、説明欄の上から８番目の項目、一般廃棄物ごみ処理基本計画策定業務委託は、

４年度当初でも計上しておりましたが、当該年度の事業実施を見送りましたので、改

めて５年度に同額で再計上しております。 

 次に、説明欄の上から４番目の測量調査業務委託で４６０万３千円、次の地質調査

業務委託で７９９万３千円、次の造成基本設計業務委託で９０８万５千円、次の発注

仕様書作成業務委託で１７８万５千円、１つ飛びまして、循環型社会形成推進地域計

画策定業務委託が１５３万１千円、以上の５件で、合計で２，４９９万７千円となり

ます。 

 その他、増高額１００万円以上の案件を申し上げますと、説明欄の上から３番目の

計量器システム更新業務委託が３６０万２千円で新規計上になります。これにつきま

してはインボイス制度に対応するものでございます。 

 １１ページ、説明欄の下から３番目の精密機能検査業務委託が３９２万６千円で新

規計上です。 

 機能検査は、毎年実施しておりますが、令和５年度は３年に一度の精密機能検査を

実施いたします。以下、大きな変動はございませんので、説明は割愛します。 

 ページ飛びまして、１２ページをお願いします。 

 ３款衛生費、１項２目リサイクル工房運営費をご説明します。 

 リサイクル工房運営費は、本年度計上額６５９万１千円で、対前年比１２６万円の

減です。 

 主な点のみご説明します。 

 １０節需用費は５５万７千円の計上で、対前年比７７万９千円の減です。 

 説明欄の修繕費は６万３千円の計上でありますが、対前年比７１万９千円の減で

す。昨年度は工房棟のシャッター、排煙窓の補修費など、合計４件、７８万２千円の

計上がございました。 

 １２節委託費は、５２７万１千円の計上で、対前年比３５万１千円の減です。昨年
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度単独事業、オンラインオークションシステム導入委託の削減が主な減額要因でござ

います。 

 以上で、３款塵芥処理費の説明を終わります。 

 １３ページをお願いします。 

 ４款公債費は、１項１目元金が２億５，０６３万円で、対前年比４２万２千円の増

額です。平成２９年度から令和２年度の事業、年次改修工事費の起債償還分となりま

す。 

 ４款１項１目利子は、２０２万６千円で、対前年比４１万５千円の減額です。 

 ５款予備費は、２，０００万円の計上で、対前年比増減なしです。 

 以上で、歳入歳出予算の詳細についての説明を終わります。 

 以下、予算書の後半、付属資料等について、簡単に触れさせていただきます。 

 １４ページから１９ページにかけて、給与費明細書等を添付しております。 

 給与等については、筑前町に準じて支給を行っております。その詳細については、

ご説明を割愛いたします。 

 １４ページ、１特別職の欄、職員数の一番下の比較をご覧ください。 

 先に触れましたように、長等で１名、議員で２名が減員となっております。 

 ２１ページをお願いします。 

 地方債の現在高の見込みに関する調書を付しております。 

 普通債のうち、衛生債は年次改修工事分で、災害復旧費が法面の災害復旧工事分に

なります。 

 衛生債分の償還終了年度は、令和９年度までの計画です。 

 災害復旧分は、令和３年度で償還が終了しております。 

 令和４年度末現在高見込額が、合計１２億５，７３８万９千円、令和５年度中元金

償還見込額を２億５，０６３万円と推計しまして、令和５年度末現在高見込額は、合

計１０億６７５万９千円となる見込みでございます。 

 予算書に基づきます説明は、以上で終わります。 

 それでは、最後に再度、市町村負担金について、ご説明を追加します。 

 Ａ４判の資料、令和５年度市町村負担金の内訳及び納期別金額をお手元にお願いし

ます。 

 構成市町村ごとの金額算定明細、納期別の金額を記載した資料となります。 

 市町村負担金の総額は、１５億５，２７１万円でございます。 

 区分算定内訳では、運営費分で１３億６万２千円、設置費分で２億５，２６４万８

千円での算定です。対前年比６，６１１万円の増額となっております。 

 市町村負担金の案分比率の人口割は、令和２年度国調人口を参照しております。 

 市町村ごとの負担金の内訳につきましては、資料でお示しするとおりであります。

予算書にも掲載がございます。 

 上段の表、下部で、４回の納期ごとの金額を掲載しております。ご参照ください。 

 なお、従来の久留米市が負担されていた負担金相当額が収入減になりますところ、

現時点では補填すべき財源確保の見込みが立っていない状況です。 

 ご提案では、４市町村の市町村負担金をもって総額を補完することで整理しており

ます。 

 このことに伴います４市町村の市町村負担金の対前年比増等、関連事項のご説明を

行います。 

 Ａ４判の資料、市町村負担金前年度比較表をお手元にお願いいたします。 

 一番上の表は令和４年度の負担金額、上から２番目の表は令和５年度の負担金額で

あります。３番目の表は令和４年度と令和５年度を比較した表となっております。 
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 ３の表をご覧ください。 

 令和５年度の負担金は、令和４年度と比較しますと、全体で２億４，７６２万４千

円の増額となっております。 

 なお、前年度比較のうち、久留米市脱退に伴う構成団体数の減少による残る４市町

村の影響額は、１億４，５５０万３千円と算出しております。詳細は後ほどご説明し

ます。 

 ４番目に、令和５年度の市町村負担金増減に寄与した主な要因を記載しておりま

す。 

 ①の長期包括運営業務委託契約に基づきます委託料で申し上げますと、うち、固定

的費用分では、主に電気料金、うち、変動的費用分では、コークス及びその他資材等々

で、予算額が８，５５９万４千円の増額としております。 

 いずれも今般の新型コロナ、ウクライナ情勢、為替状況等々が影響しまして、燃料、

資材等の調達に係る費用が大幅に値上がりしている状況でございます。 

 ②の新施設建設計画に係る増額分といたしまして、測量・地質調査等の費用として、

２，４９９万７千円がございます。 

 また、（２）の市町村負担金の減額に寄与した主なものとして、資源化物の鉄・ア

ルミ等の単価増で、８４７万円の減額がございます。売払い単価の増額が徐々に見込

まれる情勢となっております。 

 裏面をお願いいたします。 

 ５番目として、久留米市脱退に関係のない主な増減額として、先ほど前年度比較で

２億４，７６２万４千円の増額となる説明をしましたが、その新施設建設に関する費

用など、久留米市脱退に関係のない主な増減額として、１億２１２万１千円あります。 

 この額を加味して、久留米市脱退に伴う構成団体数の減少による令和５年度実質的

負担金を算出しますと、６番目の表になります。 

 ６の表と、中段の７の表、久留米市を除いた令和４年度負担金で比較しますと、下

段の８の表となり、構成団体数の減少に伴う残る４市町村の影響額は、一番下の表の

太枠で囲っております１億４，５５０万３千円となります。 

 なお、この影響額１億４，５５０万３千円には、久留米市が脱退することに伴い、

令和５年度からごみを搬入しなくなることによります減額相当分、約２，２０２万円

が反映されております。 

 続きまして、Ａ４判の資料、ごみ量の推移、令和５年度当初予算市町村負担金算定

基礎資料をお手元にお願いします。 

 運営費の処理量割９０％の算定基礎となるごみ量の推移を、令和５年度と比較した

表となります。 

 令和５年度の負担金算定の基礎となるごみ量は、令和３年１１月から令和４年１１

月までのごみ量が基礎となっております。４市町村ともごみ量は減少しており、全体

で約４８９ｔ、約１．７％の減量となっております。 

 以上で、令和５年度当初予算・当組合一般会計予算（案）についての説明を終わり

ます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑、ございませんか。 

１１番 原口議員 

 １１ 番 

 原口議員 

 １１番、原口でございます。 

ただ今、事務局のほうから説明がございましたけれども、この度、久留米市の脱退

に関しましては、久留米市との財政負担に関する協議がまだ継続中のことでの説明で
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ございます。 

 久留米市におかれましても、財政問題が大変重要な課題であることは理解できると

ころではございますが、いずれの市町村に関しましても、少子高齢化、人口減少など

により、今後とも財政が悪化することは明白でございます。 

 つきましては、久留米市脱退に伴います、残る４市町村の負担等の額と、ここに資

料等で示されておりますが、その点は特に重要な問題と考えております。 

 残される自治体は、将来にわたり事業継続を行っていかなければならないと思いま

すので、久留米市様におかれましては、支障がないよう格段の配慮があってしかるべ

きところではないかと考えております。 

 私は、地元栗田区の選出議員としまして、ここに臨席させていただいておりますが、

この組合の設立、施設の建設にあたりましては、区内を二分するような激しい反対運

動など、大変厳しい状況の中で多難な局面を乗り越えまして、現在の操業ができてお

るような事情がございます。 

 この施設の建設の前提としましては、関係５市町村が最後まで責任を持って対応し

ていただくことが約束であったものと存じ上げます。 

 昨年１１月の栗田区民への新ごみ処理施設整備申し入れの説明会の中で、久留米市

の副市長様からは、脱退後も施設解体まできちんと責任を持って対応する旨のご発言

がございました。 

 つきましては、久留米市様には未来への財政問題に関しましても、最後までしっか

りと支えていただくことで、地元への配慮をお願いしたいと考えでいる次第でござい

ます。 

 ここで不測の事態が生じますようなことになりますと、地元への配慮が変わるよう

なことになってきますと、栗田区としましても大変大きな問題となってまいります。

ここは十分に検討賜りまして、ご対応くださいますようにお願い申し上げます。 

 それから、もう１点ですが、本年度予算に、新施設建設に関する調査等か計上され

ておるようでございます。 

 現在、私は、栗田の区長も兼務しておりますけど、まだ継続中の段階で予算を計上

されるのはいかがなものかというふうには感じますが、今後の計画でやむを得ないと

は推察をいたします。 

 今後しっかり地元とも誠意を持って協議をされることをお願い申し上げまして、質

問と言うよりもご意見とさせていただきます。 

 議  長  ありがとうございます。 

組合長 

 組 合 長  貴重なご意見賜りまして、ありがとうございます。 

 十分、今、ご意見いただきましたことを念頭に置きながら、久留米市さんとは協議

を進めていっておりますし、つつがなく協力するところでございます。 

 また、設計等につきましては、そういった問題も十分あろうかと思いますが、もし

まとまらない場合は、設計等についても、予算等は執行しないということもあり得る

というところもしっかり腹に据えましてですね、臨んでいきたいと思っております。

よろしくお願いしておきます。 

 議  長  他に、質疑、ございませんか。 

 質疑、ないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論、ございませんか。 

 （討論なし） 




